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答  申 

１ はじめに 

本審議会は、令和４年 11 月９日、大田区特別職報酬等審議会条例第２条の規

定に基づき、区長から、区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副

区長及び教育長の給料、期末手当の額（以下「特別職報酬等」という。）につい

て諮問を受けた。 

本審議会は、各委員が区民の代表としての自覚と責任において、その信頼に応

えるべく、公平かつ不偏の立場に立ち、慎重に審議を重ねた。 

審議にあたっては、本年の特別区人事委員会勧告、これまでの経過、区政を取

り巻く社会経済情勢の動向、他区との均衡などを考慮し、広範な視点から検討を

行った結果、次の結論を得た。 

 

２ 特別職報酬等の額の現状とこれまでの経過について 

本区の特別職報酬等は、過去において、一般職員の給料についての特別区人事

委員会勧告を踏まえ、特別区職員の給与水準に添って改定してきた経過がある。

現在の額は、令和３年 11月 17日の答申に基づき改定されたものである。 

本審議会では、適正な特別職報酬等の額を検討するために、他区との比較、  

各役職間の均衡も重要な要素であるとして審議を行ってきたところである。 

 

３ 本年の特別職報酬等の改定の考え方 

(１) 本年の特別区人事委員会勧告の主な内容は、次のとおりとなっている。 

① 月例給については、職員給与が民間従業員の給与を 896円（0.24％）下回

っている状況であり、この較差を解消するため、初任給及び若年層の給料月

額を引き上げる給料表の改定を行うこと。 
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② 特別給（期末手当及び勤勉手当）については、民間の特別給の支給割合の

公民較差（0.11 月）を解消するため、年間支給月数について 0.1 月分引き上

げの改定を行うこと。 

(２) 内閣府による 10月の月例経済報告では、日本経済の基調判断について、 

「景気は、緩やかに持ち直している。」とする一方で、「先行きについては、

ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあっ

て、景気が持ち直ししていくことが期待される。ただし、世界的な金融引締

め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっ

ている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に

十分注意する必要がある。」としており、引き続き警戒感を示している。 

(３) 区財政の状況としては、平成においての二度の経済不況の経験から、基金

の適切な積立てや特別区債の発行抑制と着実な償還を進めており、現在にお

いて財政の健全性は維持している。しかしながら、今後の区財政の見通しは、

歳入においては、一般財源の大幅な増収は見込まれない一方、歳出において

は、公共施設の維持更新に係る経費や社会保障関係経費の増が想定されるな

ど、財政需要の増加が見込まれ、歳出に対し歳入が不足する厳しい財政環境

が継続することが想定される。こうした状況においても、区は、区民生活に

安心をもたらす各種施策、大田区の未来に向けたまちづくりなど、安定的、

継続的に行政サービスを提供していくことが極めて重要である。  

(４) こうした中、区長及びこれを支える副区長、教育長は、区民の負託に応え

るべく、広範な見識に基づく適時的確な判断を積み重ねていくことが求めら

れている。この一時たりとも立ち止まることが許されることのない職責は、

新型コロナウイルス感染症への対応を機に改めて明らかになったように、極

めて重大かつ困難なものであり、厳粛なものといわざるをえない。 

 また、区議会議員においても、区民福祉の増進を具現化するため、複雑か
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つ多様化する区民ニーズを的確に把握し、各種政策形成に反映させると共に

執行機関をチェックしなければならない。区議会議員が、区民の代表者とし

て担う責任と役割は、長期化したコロナ禍においてますます重要なものとな

っている。 

(５) 特別職報酬等の額は、それぞれの役職の職務と職責に相応した額とするこ

とが必要である。これに加えて、一般職員の給与改定状況及び他区の特別職

報酬等の状況並びに社会経済情勢等を総合的に勘案のうえ、区民の理解と納

得が得られる適正な額とするべきである。 

 審議の中では、区長、副区長、教育長及び区議会議員の働きに対する評価

やコロナ禍の中、肌で感じられる地域の景況感等について意見交換を行った。

本審議会は、従前より特別区人事委員会勧告を尊重する立場で審議を行って

きたが、長期化した感染症の影響下、区内産業の厳しい経営状況や区民目線

の景況感を考慮すると、公民較差のバランスの考え方は、区民の理解と納得

を得る観点から重要なものであることを改めて確認した。 

 

４ 区長等の給料月額及び区議会議員の報酬月額の改定について 

前項で述べた考え方により、本審議会は、特別職報酬等の額について、一般職

員に対する給与改定内容を踏まえ、次のとおり据置きとすることが適当であると

考える。 

(１) 区長等の給料月額 

区  長 １，１５４，８００ 円（改定なし） 

副 区 長    ９２６，８００ 円（改定なし） 

教 育 長      ８２９，２００  円（改定なし） 

(２) 区議会議員の報酬月額 

議  長    ９２８，８００ 円（改定なし） 
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副 議 長    ７８３，５００ 円（改定なし） 

委 員 長    ６５８，０００ 円（改定なし） 

副委員長    ６３１，２００ 円（改定なし） 

議  員    ６１２，３００ 円（改定なし） 

 

５ 期末手当の改定について 

期末手当については、一般職員の改定月数の改定率を準用し、次のとおり引き

上げることが適当であると考える。 

なお、区長、副区長、教育長及び区議会議員は、それぞれの職責を十分に自覚

し、区民の期待に応えることができるよう、引き続き努力されたいとの意見を申

し添える。 

 (１) 区長・副区長・教育長の期末手当の支給月数 

  ３．７５月（現行 ３．６７月 ＋ ０．０８月） 

(２) 議長・副議長・委員長・副委員長・議員の期末手当の支給月数 

  ３．９７月（現行 ３．８９月 ＋０．０８月） 

 

６ おわりに 

本審議会は、区長の諮問に対し、特別職報酬等の適正な額について、以上の  

とおり答申する。 

大田区は、引き続き健全財政を維持しているが、物価上昇などによる経済情勢

の変化により、依然として厳しい財源確保が迫られ、区財政への影響に十分に留

意する必要がある。特別職の各位におかれては、厳しい行財政運営に直面する中

にあっても、新たに生じる区民ニーズに対しても的確かつ迅速に応え、区の目指

す将来像の実現に向け着実に取り組まれたい。 

地域に暮らす区民一人ひとりの日々の生活と明るい未来をしっかりと支える
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効果的・効率的な区政運営と円滑な議会運営を引き続き展開され、区民福祉の 

一層の向上のため精励されることを、この機に改めて強く要望するものである。 


